
令和２年５月号（令和2年５月１日）

№408 発行：荒川商工会事務局

 村上市羽ヶ榎104-44　（℡62-3049）

申請に必要な書類のダウンロードや詳細事項は、村上市ホームページをご覧いただくか、下記へ

お問合せください。

✓　ホームページ 村上市　コロナ　経済支援 検索

✓　問い合わせ先

及び書類提出先 新型インフルエンザ等対策本部　経済対策チーム

（村上市役所　本庁舎内）

〒958-8501　村上市三之町1-1

※　休業支援金の書類提出は各支所産業建設課でも可

経済産業省　新型コロナウイルス感染症関連ページ　

対象者

　・国の持続化給付金の支給決定を受ける予定又は支給決定を受けた

　従業員１０人未満の事業所（大型チェーン店除く）

　・市税の滞納がないこと

交付金額 　１０万円

対象者

　・新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置による国の雇用調整

　助成金または緊急雇用安定助成金の支給申請を行った事業所を市

　内に有する事業者

　・市税の滞納がないこと

助成額
　・市内の物件の賃料（税抜）の３カ月分の１/２（上限１０万円）

　※複数店舗を有する事業者であっても上限は１０万円

　にかかる経費（資材購入費、広報費、委託費、その他経費）補助対象経費

　テイクアウト開始のチラシ、パンフレット印刷、容器代など

～商工会は行きます、聞きます、提案します～

商工会お知らせ版

補助率
　補助対象経費の４/５（上限１０万円）

　※２以上のグループで申請の場合は上限２０万円

対象者

　・法人：市内に本店があること

　　個人：市内に店舗並びに住所があること

　・市税の滞納がないこと

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて始める新たな取り組み

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている事業者を支援

村上市経済支援策

村上市では、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている事業者の方に対し経済支援策を実施します。

①新たな取り組みによる売上回復支援

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者が行う、売上回復のため新たに取り組む幅広

い事業に対する補助を行います。

■村上市販売促進応援プロジェクト事業補助金（１事業者１回限り）

②雇用の維持を図った事業者に奨励金を交付

雇用調整助成金または緊急雇用安定助成金を活用し、雇用を維持した事業者に対して奨励金

１を交付し事業者の負担軽減と雇用の維持を図ります。

■雇用維持奨励金（１事業所１回限り）

③経営維持のため賃貸店舗への家賃を助成

国の持続化給付金を申請した事業者に家賃助成を行います。

■店舗賃料緊急支援助成金（１事業者１回限り）

④新型コロナウイルス感染拡大の影響により休業した事業者を支援

事業者の今後の経営維持及び生活を支援するため、連続して７日以上事業を休業した事業者

１に対して支援金を支給します。

令和２年４月１６日から５月６日の間に、連続して７日以上休業をされた事業者の方は、受付期間内に

提出書類を揃え、郵送又はご持参ください。 受付期間 令和２年４月２７日～５月２９日

荒川商工会 令和２年度通常総会のお知らせ

令和２年度第６０回通常総会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面議決により

開催する事といたしました。後日総会資料を発送させていただきますのでご確認ください。

令和２年度健康診断のお知らせ
会員事業所の従業員定期健康診断は、次の日程で実施します。

●日 時 ６月１１日（木） ６月１２日（金） ７月９日（木）

●受付時間 午前８時～１１時３０分、午後１時～３時 ※７月９日は午前のみ

●場 所 荒川地区公民館

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合がございます。

「小規模事業者持続化補助金」申請受付中

策定した経営計画に従って実施した販路開拓等の取組の費用を補助します。

●補助上限 ５０万円 ●補助率 ２/３

●補助対象経費 ①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出店費 ④旅費 ⑤開発費

⑥資料購入費 ⑦雑務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費

⑪車両購入費（買い物弱者対策のみ） ⑫設備処分費 ⑬委託費 ⑭外注費

社労士による「雇用調整助成金・小学校休業対応助成金及び支援金」動画配信について

コロナウイルス感染症の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して
一時的に休業等をおこない、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する支援
策が雇用調整助成金です。提出資料も大幅に簡素化されましたので、積極的にご活用ください。
「全国社会保険労務士連合会」では概要及び申請についての説明動画配信を開始しましので、合わ
せてご確認下さい。



せてご確認下さい。




